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（午後４時５分 開会） 

○益田洋平委員長 ただいまから、健康福祉常任委員

会を開会し、本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 初めに、本委員会に付託されまし

た議案の審査は、クラウド上などに掲載してありま

す審査順位（案）のとおり進めたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように進めることに

します。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 議案第116号及び議案第98号を一

括議題とします。 

  初めに、議案第116号及び議案第98号の提案説明

については、省略することにしましても御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

御異議ありませんので、そのように決定します。 

  次に、資料要求があれば受けることにします。 

○五十川有香副委員長 （資料要求） 

○益田洋平委員長 ただいま委員から資料要求があり

ましたので、理事者の皆様方には、その作成をよろ

しくお願いします。 

  なお、作成された資料は、審査の都合上、あらか

じめクラウド上などに掲載されるよう、委員長から

重ねてお願いしておきます。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 以上で、本日の委員会を閉じたい

と存じます。 

  次回は、12月11日（木曜日）午前10時に再開しま

すので、よろしくお願いします。 

  本日は、これにて散会します。 

（午後４時６分 散会） 



健康福祉常任委員会審査順位（案） 
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（午前10時 開会） 

○益田洋平委員長 ただいまから、健康福祉常任委員

会を再開し、本日の会議を開きます。 

  初めに、質疑時間を十分確保し審査の充実をより

一層図るため理事者からの資料説明は省略すること

にします。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 議案第116号 地方独立行政法人

市立吹田市民病院第４期中期目標の策定についてを

議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○中西勇太委員 今回、第４期中期目標の策定という

ことですけども、前回の第３期の中期目標から大き

く変わったわけではないのかなというふうに見てい

るんですけども、変更点についてポイントというか、

留意された事項について、広い質問で申し訳ないで

すが、教えていただいてよろしいでしょうか。 

○小松亨惠健康まちづくり室主査 変わった点としま

しては、まず１点目に合理的配慮への対応としまし

て、障がいの特性に応じた、現状よりも進んだ対応

に取り組むことを明記いたしました。 

  二つ目に、医師の働き方改革につきまして、時間

外労働の上限規制等の遵守など、持続可能な医療体

制や病院運営の確保について明記をしました。 

  三つ目としまして、デジタル化への対応について

明記をしたことでございます。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 数点、補足をさ

せていただきたいと思います。まず、第３期から第

４期にかけては、基本的にはこれまで取り組んでき

たものを引き継いでいくという姿勢で、目標のほう

を策定させていただいています。その中でも特に力

を入れる具体的な項目は先ほど主査が申し上げたと

おりですが、そのほかにも、特に救急医療に関して

は、公立病院として大きな役割の一つと考えており

ますので、こちらにつきましては力を入れていきた

いと考えております。 

  それ以外にも、特に経営基盤の確立ということで、

持続可能な医療を提供していくためには、まずしっ

かりと財務状況を健全化していくということが必要

だというふうに考えておりますので、収益をしっか

りと確保して、支出を削減していくといった体制を

継続していけるような取組について、記載をしてい

るものでございます。 

○中西勇太委員 救急医療に力を入れていくというこ

とや、市立吹田市民病院が公的な機関として果たす

べき役割をしっかりとやっていただくというのが、

私は一番大事かと思っています。 

第４期中期目標（案）の前文の最後にも、今お答

えいただいた中でも、さらなる経営改善に向けて不

断の努力をもって取り組まなければならないという

ような形で締めくくられていて、確かに当然大事な

ことだと思うんですが、日頃もお話ししてますけど

も、やっぱり市立吹田市民病院としてここには取り

組んでいかないといけないんだという、部門として

の役割。例えば小児医療、周産期医療、救急医療と

いうところになるかと思うんですけども、そういっ

たところについて、ここに具体的な数字を盛り込む

ものではないことは承知しているんですが、変更点

というかさらなる取組について、具体的に教えてい

ただけますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 こちらに記載し

ている内容につきましては、どれも重要なものとは

考えております。ただ、その中でも、先ほどと少し

重なりますが、救急医療につきましては特に重要な、

担うべき医療の一つとして考えておりまして、具体

的な数字というものはこちらには盛り込んでいない

んですが、救急の受入れ件数でありますとか、応需

率のさらなる向上に努めることということで、第３

期より少し踏み込んだ記載にしています。 

○中西勇太委員 ここに具体的な数字を挙げるもので

はないとは思うんですけども、救急の受入れ件数や

応需率のさらなる向上に努めることというような文

言も入ってますし、そこに注力していただけるよう

にお願いしたいです。 

第３期中期目標期間の業務実績に関する見込み評

価結果報告書などを確認させていただいていたんで

すが、今お話しいただいている救急車搬送の受入れ。

特に時間外は、どの病院も日中の業務もある中で24

時間365日対応するというのがなかなか難しいとこ
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ろがあるのは私も医師として承知しているんですが、

コロナ禍の時期と重なるので令和４年とか令和３年

とかと比べるのは難しいんですが、令和６年度の時

間外救急車搬送受入れ率は68.1％で、令和５年度よ

りも少し下がっていて、中期計画としての目標値も

80％に設定されているのに、なかなか上がっていな

い。これを頑張れと目標を言うだけではなくて、何

が原因でなかなか応需率が上がらないのか。例えば

医者が少ないのか、何が原因なのか考えてサポート

していかないといけないのかなと思うんですが、こ

の辺り、今目標を掲げられているところの課題につ

いて、どのように認識されているんでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 救急医療の現状に

つきましては、確かにおっしゃるとおりマンパワー

の問題ですとか、実際の問題としまして、受入れの

枠の中で、急に来られたときに満杯であったりとか。

なだらかな形で来られましたら応需率も上がってく

るんですけども、日々の運営という中で、なかなか

上がっていないところもあるかというふうに認識し

ております。 

○中西勇太委員 救急は来られる時間選べないですし、

同じような疾患の方が時間帯も重なって来られたり

すると、必ず受け入れている場合であっても、例え

ば国立循環器病研究センターが必ず脳卒中患者を受

けると言っていても、５件、６件を同時間にはさす

がにさばけないとかという限界はハード面も考える

とありますから、100％というのは難しいと思うん

ですが。 

例えば、曜日によってなかなか受けてもらえない

日があるとかですね、日中でも土、日はマンパワー

が足りないから受入れができていないとか、タイミ

ングだけの問題ではないんじゃないかなと思うんで

す。今おっしゃったのは、救急を要請する側のタイ

ミングが重なったりするときに受け入れられないと

きがあるというようなお答えに聞こえたんですが、

もう一度聞きますけども、病院側に上がらない原因

がないのかというところは、課題の抽出はされてい

るんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 一般的な理由と

しては、先ほど主幹が申し上げたとおりで、タイミ

ングが重なったりとか、実際そういうところもあろ

うかと思います。 

  ただ、それ以外にも、実際に受入れをお断りした

症例なども後から病院の中で検証して、病院長また

は理事長の立場のほうから、積極的に受入れをする

ようにというふうな働きかけもされているとはお聞

きしております。そういった中で意識づけというと

ころも、やはり大事かと思いますので、体制面につ

きまして具体的な補強というところまでは、今の段

階ではお聞きはしていないんですが、まずはお断り

した症例をしっかりと分析して、しっかりと受けて

いくというふうな姿勢を、職員の中で共有していく

というふうにお聞きしております。 

○中西勇太委員 経営状況の赤字を改善するためにと

か、そういったことでは説明がつかないというか、

モチベーションにつながらない部分だと思うんです。 

  特に、救急をいっぱい受けるとか、小児の対応を

たくさんするとかというのは、なかなか経営に結び

つくものではないというのは、診療報酬の問題も踏

まえると、医療界としてはなかなか悩ましいところ

ではあると思いますので、その理念というか、地域

を支えるんだというところを、勤務されている皆様

で共有いただくというところが大事かなと。 

  特に救急医療の中でも、小児救急、周産期。産婦

人科に関しては、日頃かかっている医療機関にまず

相談されるかとは思うんですけども、産婦も含めて

の救急というところが、特にこだわらないといけな

い吹田市民病院としての分野だと思いますが、そう

いう分野ごとの応需率というようなところは見れて

いるんでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 委員おっしゃると

おり、救急に関しましては、例えば小児で申し上げ

ますと、令和６年度は94.1％といったような形で把

握しております。 

  おっしゃる周産期医療につきましては、応需率と

いったところでの把握というのは、今年度で申し上

げますと６件中６件取っているというようなところ

で、やはり委員のお見込みのとおり、かかりつけ医

に行っているのかなというところで、応需率につい

ては、令和７年度は先ほど申し上げた100％という
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ような形でございます。 

○中西勇太委員 小児救急の94.1％は、ほぼ理想的な

数字で対応していただいていると思うし、小児科の

診療体制自体は整っているという数値の、ある種証

明にもなると思うんですね。 

  そこ自体は正直、黒字になる分野ではないという

ジレンマがありますが、みんなで頑張っている分野

についても共有するというか、そういうところも正

直大事なんじゃないかなとも思うんですね。赤字病

院だという、それだけが周知されてしまうと、なか

なかつらいところもあるというか。小児救急に関し

ては、今おっしゃっていただいたように、しっかり

やっていただけているのかなというのは感じました。 

  ただ、結局、病床稼働率が、医療の世界では病院

が黒字か赤字かの非常に重要なラインになってくる

と、私としては承知しています。今、手元の資料を

見てますが、目標は当然90％で、感染症の騒動の時

期を過ぎた令和６年度実績が77.8％という数字で、

これは上がってきているというところでいいのかな

とは思うんです。対応を頑張っていただいているの

かなと思うんですが、例えば小児のベッド数は、実

はぎりぎりで九十何パーセントで回っているとか、

分野ごとでベッド数の割当てがうまくいっていない

から救急を断っているとか、分野ごとのドクターの

割当てが、おられない日があるから断っているとか。 

もうちょっと具体的に、そういったところも見え

る可能性もあるのかなと思ったんですが、その辺り

の診療の適正化というところ。広く医者が足りてい

るかというところをさっき聞きましたけど、例えば

で小児の話をしてますけど、産婦とか、そもそも救

急の専門の先生が少ないとか、外科の先生が足りな

いとか、そういったところまでは把握されているん

でしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 病床ごとの詳細

な事情は、申し訳ございませんが把握していないん

ですが、病院からお聞きしている分でいいますと、

特に麻酔科医が不足しているというふうにお聞きし

ております。 

  麻酔科医が不足することによって、例えば手術の

件数が、もう少し増やせるところが少し制限がかか

っているというような話もお聞きしております。 

  手術といいますと、二次医療機関として重要な役

割の一つになりますので、一定そういったところの

体制が追いついていないというところも、稼働率の

低迷にもつながっているのかなというふうに考えて

おります。 

  一方で、この中でも特に紹介件数、この間しっか

りと各地域の医療機関から市民病院への紹介患者を

確保するというふうな動きに取り組んでいただいて

おりますので、稼働率が少し上がってはきているん

ですが、目標には至っていない状況ではあるんです

けれども、そういった紹介患者をしっかりと確保し

ていく動きを引き続きしていただく、努めていただ

くというふうにお聞きしております。 

○中西勇太委員 私も医療の世界をよく知っている人

間としては、大学とのつながりとか、やっぱり派遣

されるような立場で来ていただいている先生も多い

ですから、なかなか簡単にいかないところは分かっ

ているんですけども、今おっしゃったとおり麻酔科

の先生が足りなくて、緊急手術が必要な症例は緊急

搬送の段階で断るとか、そういったことって現実、

実際にあるので、その辺りの是正というか。しかも

外科診療自体は花形になるというか、病院をいろん

な意味で引っ張るというところで重要ですので、今

おっしゃっていただいたような課題のところを抽出

して、病院長等々と相談の上、しっかり進めていた

だけたらというところで、要望というか、お伝えし

ておきます。 

  最初に聞きました中期計画の変更点のところで、

お答えいただきましたけど、私も障がいの特性に応

じた合理的配慮という表現のところが加わっている

のかなというところは見させていただいていました。 

  具体的な数値まで書くものではないので、ここま

ででとどめておられるのかなと思うんですけど、今

回の案に際してのパブリックコメントなども見てい

ると、障がいの対応、手話への対応というようなと

ころは、この後の委員さんも質問されるのかなと思

ってたんですが、この辺りは、目標にはここまでの

記載としても、どれぐらい取組をされるおつもりと

いうか、それは病院側が決めることになるのかもし
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れないんですけど、どの程度の体制レベルを目指し

ていくのか。例えばですけど、診療時間内は必ず手

話通訳者が確保される状態を目指すとか、市として

何か目標の水準を考えておられるのか、病院さんと

相談する計画があるのか、教えていただいていいで

しょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 現状といたしま

しては、診療時間内に手話ができるスタッフを、委

託職員にはなりますが配置している状況です。今回

パブリックコメントで御要望を頂いた分につきまし

ては、特に24時間の常設というふうな御意見を多数

頂きました。団体様からは強い要望であるというふ

うに、こちらとしても認識しているところでござい

ます。 

  現状といたしましては、なかなか常設配置という

ところは、病院とも話をしている中では困難という

ふうにはお聞きしておるんですが、その中でもでき

ることはやっていくということで、例えばコミュニ

ケーションボードの活用であるとか、そういった新

たな取組も今年度から実施しているところでござい

ます。 

  また、デジタル技術の活用とか、様々な事例が出

ておりますので、どういったところができますとい

うことを今現在で具体的に申し上げることはできな

いんですが、しっかりと事例を研究して、病院とし

ても合理的配慮を進めていくように、市としても連

携してまいりたいと考えております。 

○中西勇太委員 こういったところは課題というか、

病院だけの問題ではなくて、恐らく市役所でもなか

なか対応は難しいときもあると思います。 

  特に病院は専門家の集まりというか形なんで、ど

うしてもうまくコミュニケーションが取れないとか

は、やっぱりインフォームド・コンセントという意

味は、医者側からも大事にしていることですから、

非常に診療に影響を与え得るし、その後の満足度み

たいなところ、診療のされ方、なされ方の決定につ

いても大きく関わりますので。 

今ちょうどおっしゃっていただいたデジタル化へ

の対応というようなことも、この中期目標で書いて

いただいてますけど、先日、委員会視察で行かせて

いただいたようなところでも、デジタルのオンライ

ン通話等を通じて、貴重な人材というか手話などで

きる方とか、それ以外の障がいでも言語の問題もそ

うだと思うんですが、公的機関として共有して、人

材をうまく使って時間外でも対応していくというよ

うな取組をされていたところもあると思います。 

  なので、病院だけで対応するのは正直難しいと思

うので、公的機関も連携したような取組を今後、他

部署にも関わると思うんですが、検討していただけ

たらと思います。 

  あと人生会議（ＡＣＰ）。私も医者として、そん

なにまだ全体に広がってない言葉が盛り込まれたか

なと。今の医学生はしっかり学んでおられるかもし

れないんですけども、広く皆さんが知っている言葉

でもないのかなと思うんですが、この辺りは具体的

にというかですね、どんなふうに進められるのか。

病院で推進するというような形なのか、より広く市

民さんに提供する機会をつくっていくような、啓発

をしていくようなことなのか、ちょっとイメージが

分からなかったんですが、お答えいただけますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 こちらの人生会

議につきましては、様々な症例で病院のほうにお越

しになるんですが、人生の最期をどのように過ごす

かというふうなところに重きを置いた取組でござい

ます。 

  特に最期に当たって、本人もしくは家族がどのよ

うな治療を望むか、どのような過ごし方を望むかと

いうところを、しっかりと御意見を頂戴するような

形にはなるんですけれども、特に病院側から何か押

しつけるというものではなくですね、本人の意向に

沿った治療ないし暮らし方ができるように、病院と

してサポートといいますか、後方支援する体制や考

え方というものをしっかり整えていくという趣旨で

書かせていただいているものでございます。 

○中西勇太委員 そうですね、人生の最期というとこ

ろ。リビングウイルとかね、そういう表現が医療界

では少し前によく使われていて、浸透している言葉

かなと思うんですけども。 

  人生の最期というところを、しっかり本人が選ぶ

なり、主語をちゃんと本人にしてやっていこうと。
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医療側からとか、家族に最終的に任せられて、終末

期医療でも問題になっているようなところがなかな

か決断できなくて、胃ろうとか気管切開とか、寝た

きりの状態でつらい時間を過ごしているようなこと

になるという問題が、医療財政状況にも関わってく

るところで、こういったことにもしっかり取り組ん

でいこうというところは非常に重要なことだとは思

います。 

  ただ、患者さん側がしっかり考えてその権利を守

っていくということと、病院側から提供される医療

をただ受ける、受身で、ということではないという

ところに、しっかりフォーカスしていただくという

のは大事だし、感染対策とかというところに、少し

話がそれるというか広げますけども。 

先日の議会でも私、御説明しましたけど、公的機

関が積極的に学習、勉強して、最新の科学的知見を

しっかりと取り入れて患者さんの権利を守る、ちゃ

んと医療を提供する、守っていくというところで、

面会の制限とかが過剰であったり、小児とか周産期

という、病気の子たちもいますけども、周産期なん

ていうのは特に、医療側がサポートするんですが病

気と定義するのかどうか。特に病院に来られる、ま

ちなかの産科クリニックではない病院で対応という

形は、いろんな合併症を持っている妊産婦さんもお

られるとは思うんですけども、人生の大切な場面を、

がん治療なども含めて担っておられる部分が、市立

吹田市民病院も非常に大きいと思うので、感染対策

で書いていただいているところでも、感染症を抑え

るという、病院側、公衆衛生側から見た、ちょっと

一方的な文言だけ入っているように私としては見て

取れたので。 

患者さん側の権利を守るというようなところもし

っかり今後病院側にも検討していただけるように、

この目標案に今から変えてくださいということでは

ないんですが、取組をしっかりしていただけたらと

いうところはお伝えして、何より市民病院の果たす

べき役割は何かというところを、経営体質だけを最

終的に考えるのではなく、大切なインフラを守ると

いうところの理念をしっかり守っていただけますよ

うに、今後、計画策定を病院側からしていただくの

にも、御助言というか協力して体制づくりをしてい

ただけたらと思います。 

一旦、置きます。 

○清水亮佑委員 先ほどの委員さんがある程度質問し

てくれたので、かぶっているのはちょっと省こうか

なと思ってます。 

５番目の、健都における総合病院としての役割と

いうところで、国循と隣接した立地を生かしてとあ

るんですけど、吹田市はほかにもいっぱい病院があ

ると思うんですけど、そことはどういうふうに関わ

っていくのか教えてもらっていいですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 まず、市民病院

がもともとの片山町から今の岸部地区、健都に移転

した際に、国循との連携をしっかりしていくという

ふうなことも、大きな趣旨だったと考えております。 

  その中で、国循と役割を分担をしながら、市民病

院と国循で連携をしていく、これは一つ大きなこと

だと考えております。 

  それ以外の病院等につきましては、特段、国循ほ

ど何か具体的なテーマがあるということではないん

ですが、もちろん救急であるとかそういったところ

で、吹田市というよりは、豊能の広い圏域の中でし

っかりと役割分担をしながら、それぞれの体制をし

っかりと維持していただくというふうに考えており

ます。 

○清水亮佑委員 分かりました。 

さっきの委員さんと重なるんですけれども、今の

第３期が４年前にあって、４年前から今まででと考

えたときに、手話言語条例であったりとかそういう

のが出てきて、今現在でもやってくれているとのこ

とやったんですけど、せっかくやのに、そこがあん

まり書かれてないなと思ったんですけど、その辺り

どういうふうに考えているか、教えてもらっていい

ですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 今回の目標につ

きましては、あくまで取り組むべき方向性というと

ころで、合理的配慮に取り組むといった表現にとど

まっているところではございます。その中で、先ほ

どの中西委員からの質問とも少し重なるところはあ

りますが、病院として、具体的にどのような合理的
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配慮の取組ができるかというところは、計画にも落

とし込む中で、しっかりと協議をしていきたいと考

えております。 

○林 恭広委員 今回の第４期中期目標を策定するに

当たって、吹田市内にはたくさん大きな病院がおあ

りかと思うんですけれども、周辺病院との協議とか

というのはされていたのでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 特段この目標の

策定に当たって、具体的に他病院と協議をしたとい

うことはございませんが、おっしゃるように吹田市

には様々な病院がありますので、それぞれの医療機

能がどのようになっているか、その中で市民病院と

してどのような役割を果たしていくかという点につ

きましては、市民病院とも協議しながら策定を進め

たものでございます。 

○林 恭広委員 協議されてないというようなお話だ

ったかと思うんですけど、国循は本当に真横ですし、

国の機関というところで、ちょっと立ち位置が違う

のかなとは思うんですけれども、ほかのたくさんの

大きい病院がある中で、実際問題、協議をこれまで

してこられてないというような印象を得たんですけ

れども、そういうわけでないのであれば、そういう

わけではないとお話ししていただきたいです。 

協議していくことが、市民病院が何をしていくべ

きなのか、どういうことに取り組んでいくべきなの

かということを、しっかりと見据えていく、目標を

つくる上で必要なことではないかなと思いますので、

実際、過去にほかの病院との連携がどうなってて、

今はこうしてるというようなお話があれば、教えて

いただければと思います。 

○山根正紀健康まちづくり室長 今、御答弁させても

らったのが、目標案に対して具体的に協議をしてい

ないというところの御答弁だったかと思うんですけ

れども、現在、豊能圏の病院内で、定期的に大阪府

が開催しております会議というのがございますので、

その中で病院間同士の情報共有、経営状況だとかも

含めて共有はさせていただいております。 

  また、その中でも民間も含めた協議もありますし、

公立病院だけの協議もございますので、そうした中

で情報交換しながら、今の現状、市民病院の立ち位

置だとか、そういったところも病院のほうで考えて

いただいているというような状況でございます。 

○林 恭広委員 僕が目標というふうに絞ってしまっ

たので、ちょっと御理解いただけなかったところも

あったと思いますけど、今のお話であれば理解でき

ました。 

  もう１点質問させていただきたいのが、第３の２

の働きやすい職場環境の整備というところがあるん

ですけれども、医師等の働き方改革によるというふ

うに書いてあるんで、医師等というところに、ほか

の医療スタッフ、看護師並びに技師さんとかも含ま

れているのかなと思うんですけど、医師というのが

基本的には本当に必要だということは分かってはお

るんですけど、それを支える技師さんとか看護師さ

んとかのスタッフさんに関して、不足というところ

も昨今ではいろいろと取り沙汰されていると思いま

すけれども、この考え方というのは、現状どういう

ふうになっているんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 おっしゃるよう

に病院につきましては、医師だけではなく、様々な

職種でチームを構成しているところでございます。 

  特に働き方改革につきましては、重要な取組の一

つと今回も位置づけておるところではございます。

その中で、例えば一つの例でございますけれども、

看護師や助産師等につきましてノー残業デーを制定

するとか、そういった組織全体で働きやすい環境と

いうものを進めていこうというふうな動きもあると

いうふうにお聞きしておりますので、人材につきま

しては、幸いにして特段不足しているということは

お聞きはしていないんですが、しっかりと定着、離

れていかないような取組ということも重要だという

ふうに考えておりますので、その辺りはしっかりと

市も連携を図っていきたいと考えております。 

○澤田直己委員 さっき紹介件数の答弁があったかと

思うんですけど、もう一回いいですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 紹介件数という

のは、地域のクリニックから病状に応じて市民病院

のほうに、例えば検査であるとか、手術を要する患

者さんが送られてくる件数のほうでございます。 

  市民病院としましては、患者数をしっかりと確保
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するために、ふだんから、そういう地域との連携と

いうものをしっかり取っていただいておりますので、

その中で紹介件数というものが、この間、順調に伸

びているというふうな状況でございます。 

○澤田直己委員 紹介率が目標に対して達成されてい

るじゃないですか、結構大幅にね。 

  例えば令和５年度の実績やったら87.1％という数

字が示されてて、令和７年度の目標が73％とかにな

っているんですけどね。令和７年度の目標というの

は、第３期中期計画を立てるときにつくった目標や

から、せっかくいい実績が出ていても目標は低い数

値になっているのか、それとも令和５年度実績、令

和６年度実績によってその都度立てているのか、ど

っちなんですかね。せっかく順調に達成しているの

に、目標が下がっちゃっているから、どういうこと

なのかなと思って。 

  例えば紹介率の令和７年度目標は73％なんですよ

ね。でも令和５年度とか実績は87.1％あるわけです

よ。何でこんなにがくっと下がってんのかなと思っ

て。数年後のことなんていうのはなかなか分からな

いと思うんで、ある程度令和５年度の実績とか決算

とかを踏まえて、令和７年度の目標を立てたりする

と思うんですけど。 

○小松亨惠健康まちづくり室主査 73％といいますの

が、第３期の中期計画の目標が73％となっておりま

して、令和３年度時点では実績が72.1％でございま

した。 

  その後、令和４年81.3％、令和５年87.1％、令和

６年が87.7％ということで、目標を上回る実績で推

移をしていたというような感じになります。 

○澤田直己委員 分かりました。それで納得はいくん

ですけども、その都度、見直すわけでは全然ないと

いうことなんですね。 

  経営基盤の確立というところで、例えば令和６年

度であればね、もともと3,400万円の黒字を見込ん

でいて、でも結果４億4,300万円の赤字だったと思

うんですよね。その差が４億7,700万円あったとい

うところで、もともとの予測と結構、乖離があるの

かなというのがあります。 

  今回、目標ということで、数値目標が別に示され

ているわけじゃないんですけども、今後、計画なん

かでそういったところも示されてくるのかなと思う

んですけど。 

  目標とか計画なんでね、一定黒字を見込む、黒字

を達成したいとかね、そういうのももちろん大事な

ことだと思うんですけど、その根拠というかね。大

した根拠もないのに黒字になりたい願望だけで書い

てしまうみたいなんとかは、何か説得力に欠けたり

するので。 

例えば老健の議論のときも売上予算は異様に高く

て、過去最高収益を掲げている。その志はよしとし

ても、そこにたどり着く過程が全く見えないという

ね。実際、大幅に落ち込んでるとかいうのもあった

んで、その辺の現実的な計画も立てていただきたい

なと思うんですけど、その辺はどんなふうにお考え

ですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 市民病院の予算

につきましては、まずは基本的には黒字を目指す、

黒字になるような設定ということで病床稼働率等々

を設定しているところでございます。 

  ただ、おっしゃるように現実として、患者数の確

保等になかなか課題があるというところもございま

すので、その辺りは次の第４期の計画を立てていく

中で、実際にどのような数字が現実的なのか、また、

一方で市民病院としての役割という視点からも数字

を考えていかないといけないかと考えておりますの

で、その辺りは様々な側面から、どのような数字が

適切かというのはしっかりと協議をしてまいりたい

と考えております。 

○澤田直己委員 経営基盤の確立ということでは、こ

こにも記載されているように旧市民病院の跡地売却

なんかも関わってくるのかなと思うんですけども、

これもずっと早期に早期にと言い続けて、なかなか

出てこないんですけど、現状ってどうなっているん

ですか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 現状につきまして

は、現在、計画調整室が主に窓口になって、ＪＲで

すとか警察との協議というところを進行中というこ

とでお聞きしております。それが終わってからの早

期の売却かなというふうに、今のところ認識してお
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ります。 

○澤田直己委員 基本は道路拡幅後にやるイメージで

すかね。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 その協議が調った

ところでと、今考えております。 

○澤田直己委員 解体とか擁壁工事はもう応募した業

者がやるとか、そんなことは決まってないか。それ

はもうずれてくるんでいいです。 

  あとは、患者満足度の向上というところがあると

思うんですけど、90ページかな。職員の接遇向上と

か院内の快適性向上、待ち時間の短縮もろもろ。こ

の結果を定量的に把握するよう努めることと書いて

あるんですけど、現時点でも何か定量的に、例えば

アンケートなんかを取ってデータを出しているんで

すかね。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 委員のお見込みの

とおり、例えば市民の皆さんによる声の箱といった

ところですとか、外来患者や入院患者さんへの満足

度調査というのを行っております。 

  また、医療改善委員会というのがございまして、

そういったところの改善、サービス向上に向けての

協議というのを行っているようなところでございま

す。 

○澤田直己委員 その定量的データというのは、例え

ばホームページもろもろで公表されているんですか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 声の箱につきまし

ては、今ホームページ上では公開されていないとい

うふうに認識しておりますが、患者満足度調査につ

きましては、今ホームページ上で公開されておるよ

うなところでございます。 

○澤田直己委員 私も去年の年末から今年にかけて１

週間入院したんですよ、市民病院にね。 

  なんかアンケートみたいなん来たんですけど、め

ちゃくちゃ簡素なアンケートやったんですけど、あ

れのことですかね。患者満足度の向上を定量的に測

る、一つの指標になるやつだと思うんですけど、そ

れのことなんですか。めちゃくちゃ簡単な、５問ぐ

らいの。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 委員おっしゃる

アンケートは恐らく退院される際に、退院患者様向

けに、御意見があればというふうな形で紹介させて

いただいたものかと思います。 

  先ほど主幹が申しましたアンケート調査につきま

しては、年に２回ほど一定期間を設けまして集中的

にアンケートを行っているものがございますので、

おっしゃられてた分とはまた別で実施しているもの

と考えております。 

○澤田直己委員 その集中的なアンケートというのは、

誰に対してですか。入院患者なのか、通院患者なの

か、いろんなパターンありますよね。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 入院患者用と外

来患者用、それぞれ分けてアンケートを実施してい

るとお聞きしております。 

○澤田直己委員 それが、例えばＰＤＣＡサイクルの

材料にちゃんとなっているんですよね。いろんな分

野、ここに書いてある接客とか、快適性、待ち時間

の短縮とかね。 

  例えば、ほかの民間病院やったら、病院食がどう

やとかね、そんなところまで細かくいろいろアンケ

ートを取ったりしますやんか。そういうのは全部や

っぱり共有して、改善に結びつけているんですよね、

当然。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 おっしゃるよう

にアンケートにつきましては、やはり接遇に関する

ものの御意見というのが多かったかなと。ここが不

満だったとか御意見を頂いているところで、またお

褒めの言葉も頂いているようなところでございます

ので、まずかったり、改善できる点につきましては

それぞれ該当の部署の中でしっかりと事例を共有し

て、しっかりと改善につなげているというふうにお

聞きしております。 

○澤田直己委員 たまたまかもしれないですけど、こ

の半年から１年で、陳情をよく聞くので。皆さんと

共有したのもあるし、してないのもあるのでね。実

際、改善されているのかなという素朴な疑問もあっ

て。 

医療が悪いとか治療の仕方が悪いとかそういうこ

とじゃなくて、まさにここに書いているような接遇

であったりとかね、快適性であったりとか、待ち時

間であったりとかに対する、クレームを結構頂くん
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でね。そういう一個一個の積み重ねが、もうあそこ

の病院行きたくないみたいなことにつながってくる

と思うんですよ。ちょっとここで個人的なことは避

けますけど、僕も思うところも結構いっぱいありま

したしね、初めて入院したことでね。 

  そういうところが、例えば僕もかかりつけ医に、

済生会と市民病院どっちに入院するかと聞かれたと

きに、市民病院の収益性に僕も寄与したいなと思っ

たから市民病院って言いましたけど、なんかもしか

したら、次から済生会と言いそうになるようなこと

もあったりもしたんでね。 

  やっぱりそういう一つ一つをきっちりと、意見を

酌み取っていただいて、反映して、しっかりと公開

をしていただきたいなというところがあるので、そ

こはしっかりと力を入れていただきたいなと思いま

す。 

○小北一美委員 そもそも確認ですけども、この第４

期中期目標の策定の議案が採決されて可決された後、

２月に向けて計画を市民病院が策定されると思うん

ですけども、目標が議会で可決された後の流れにつ

いて説明してもらえますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 委員おっしゃる

とおり、今回、目標という形で提案させていただい

ておりますが、これを御承認いただいた後に、この

目標のそれぞれの項目に対して、市民病院として具

体的にどのように取り組んでいくかというものをま

とめた中期計画の策定に移る流れになります。 

  中期計画につきましては、来年になりますが、２

月定例会で改めて提案のほうをさせていただく予定

でございます。 

○小北一美委員 中期計画を市民病院が策定するんで

すけど、そのときには当然、目標がこのように議会

で決まったよという形で、市も一緒になって計画に

携わるのか、文書だけで送っといて、やってねとい

う形になるのか、その辺はどうなんですか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 中期目標につきま

しては、一義的にはまず市のほうで作成して、市民

病院と協議という流れなんですけども、中期計画に

つきましては、まず一義的には中期目標を踏まえて

病院のほうが作成したものを、市と協議していくと

いった流れになるかと思います。 

○小北一美委員 分かりました。その上でちょっと数

点、質問しますね。 

  第２項目の、市民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する事項ということで、89

ページかな。大阪府の地域医療構想に基づいて、豊

能医療圏の特殊性を踏まえた病院機能の在り方を検

討するというふうな形で書かれているんですけども、

ここにも書いてあるように、高齢化に伴う医療需要

増に対して、どの診療機能を重点的に強化する予定

なのかということを、そういう方針があるのかどう

かも含めて、お答え願えますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 高齢化につきま

しては、吹田市も例外ではなく、高齢化率というも

のは今後も上がっていくものと考えております。 

  その中で、高齢者特有の疾患というものも出てこ

ようかと思いますので、そういった回復期、いわゆ

るリハビリテーションであるとか、周囲の医療機関

との役割分担を見据えた上でにはなりますが、そう

いったところが代表的な例になろうかと考えており

ます。 

○小北一美委員 同じところの下のところに、市民へ

の情報提供を適切に行うとあるんですけども、具体

的に、どのような広報手段というか、頻度を想定し

ておられるのか、お聞かせください。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 今現在、病院にお

きましてはホームページのほか、広報誌などを作成

しておりますので、そういった取組を推進していく

ようなことを考えております。 

○小北一美委員 分かりました。 

次に、在宅医療の後方支援を積極的に担うと91ペ

ージのほうに書かれているんですけども、具体的に、

どの程度の受入れ体制を想定されているのか、お答

えください。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 特に具体的な件

数というものは現在、想定はしてないんですが、施

設で在宅医療をされている中で病状が急変したとか、

そういったところにつきましてはスムーズに、こち

らは救急とも重なる分野かとは思いますが、しっか

りと受入れをしていくというふうな趣旨で書かせて
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いただいているものでございます。 

○小北一美委員 最後ですけれども、第４項目の財務

内容の改善に関する事項で、経営基盤の確立のとこ

ろは、先ほど澤田委員がおっしゃったのでそれ以外

のところで、収益の確保と費用の節減、93ページの

２番目のところですけども、収益確保に向けて病床

稼働率及び診療単価の向上に努めるとありますが、

この具体的な数値目標というのは、今後の計画の中

で設定されるというふうに解釈したらいいですかね。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 委員おっしゃると

おり、計画の中で指標というものが出てくるかと存

じます。 

○玉井美樹子委員 幾つかお聞きをしたいというふう

に思います。 

  まず初めに、今回、目標の中に障がい特性に応じ

た合理的配慮への対応に取り組むというのが入って

よかったなというふうに思っています。 

本当は具体化に期待するところなんですけどね。

パブリックコメントが公開をされていますが、その

中で市の考え方というのが、一定示されていると思

うんですけども、病院に伝えるとか、目標達成のた

めの具体は書かないとかね。目標として書いたのに、

どうやって達成していくのかというのが具体化され

てなくて、何を目標にするのかなというのは正直思

うところがあります。 

  やっぱりアンケートなんかでも寄せられてますし、

今回の中期目標に対してのパブリックコメントでも

手話通訳の配置というのがあるんかなというふうに

思っているんです。そこはコミュニケーションなん

で、当事者の意見というのをどれだけ大切にするか

かなというふうに思っているんですけど、この認識

の、そもそもの違いですよね。手話ができる人がい

るのと、手話通訳は違うというところの認識の差か

なと思っているんですけどね。 

  もともと医療言葉の手話って難しいわけで、通常

会話の手話とは違うというふうに思うんですけど、

そこが求められているところというのがあるんかな

というふうに思ってて、私は市民病院がというより

も、市が認識を変えて、病院に対して、こういうふ

うにしましょうと求めるべきなんじゃないかなとい

うふうに思っているんですけど、その辺りが明記さ

れてないのは何でなんですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 今回のパブリッ

クコメントで御意見を頂きました手話通訳の配置に

つきましては、おっしゃるように様々な団体様から

御要望を頂いているところで、先ほど委員おっしゃ

っていただいたような思いというか、そういったと

ころもお聞きしているところではございます。 

  今回はあくまで目標ということで、こういった包

括的に表現するような形にはなっておりますが、具

体的にどのようなことができるかという部分につき

ましては、しっかりと協議をしてまいりますし、市

民病院としてどのようなことができるかというもの

は、計画のほうにどのような形で落とし込めるかと

いうことを今後、協議をしてまいりたいと考えてお

ります。 

○玉井美樹子委員 そもそも厚生労働省の調査項目に

も入ってますよね、手話通訳が配置されているかと

か。例えば、求めてはる人たちも、常時配置される

にこしたことがないと思うんですよ。だけど、一定

の時間帯はいて、あとは例えばリレーサービス使え

ますよとか、例えば救急の場合は通訳する人が登録

されてますよね、そういう人にお願いするコンタク

トを取っておくとか、やり方は幾らでも考えられる

と思うんですよ。 

  市はこういうふうに目標を立てたから、あとの具

体化は病院がやってねじゃなくて、やっぱり市とし

て条例があって、今、施策を進めている中の合理的

配慮の一つなんだったら、もう少し具体的に目標を

持ってほしいなというふうに私は思っておりますの

で、そこはよく考えていただきたいというふうに思

っています。 

  次の質問に行きたいと思います。 

市立病院として担うべき医療の中で、政策医療の

実施も含めて果たすことというふうにあるんですけ

ど、市が考えておられる政策医療というのは、示さ

れた部分だけなんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 政策医療という

言葉は、非常に定義が広くなろうかと考えておりま

す。その中で今回、目標に書かせていただいており
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ますのが、救急医療でありますとか、小児、周産期、

感染症といった項目にはなるんですけれども、地域

に不足する医療をしっかりと担っていくというとこ

ろが、市民病院の役割になろうかと思いますので、

あくまで例示としてこちらに限定して書かせていた

だいているものではございますが、その辺りはしっ

かりと、現状を見据えた形で市民病院として取り組

んでいただく、様々な医療に関して取り組んでいた

だくものと考えております。 

○玉井美樹子委員 そこで少しお聞きしますけど、政

策医療の中で小児医療というふうに書かれています

けれども、現在まだ、休日昼間も閉じたままの状況

になっていて、確かに豊能圏で見ると、豊能広域こ

ども急病センターがありますから、そこで受入れ病

院としての役割を果たしてますよというふうに、恐

らく言われるかなと思うんで、そこは求めてないん

で言わなくていいんですけど、そういった第３期の

中でも、ほとんどの期間が閉じたままやったと思う

んです、休日昼間も含めてね。 

  そういうふうな現状の中でね、政策医療ですとい

うふうに掲げるんだったら、それなりの、休日昼間

閉じたままだったという総括が要ったんちゃうかな

と思うんですけど、その辺りはどのように考えてお

られますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 おっしゃるよう

に小児救急に関しては、豊能広域こども急病センタ

ーで、その役割を担っていただいているものと考え

ております。 

  この間、様々な医師の働き方改革でありますとか、

医師不足等、様々な外的要因がございまして、なか

なかいろんな場所で小児救急を実施というものが非

常に難しくなっている状況は継続しているものと考

えておりますので、現状できる体制をしっかりと維

持していくことが、市民病院としても重要であると

いうふうに考えておりますので、まずは現状の豊能

広域こども急病センターからの後送病院としての役

割を継続して果たしていくものと考えております。 

○玉井美樹子委員 恐らく移転してしばらくは休日昼

間だけはやってはったと思うんですね。 

  だけど結局、閉じたら閉じたままになっていると

いうのは、果たしてそれでいいんだろうかと。広域

の役割を果たせばそれでいいというのが、政策医療

としていいのかというのは、市としてもよく考えて

いただきたいというふうに私は思っているんです。 

  その中で、例えば障がいのある方の歯医者さんと

か、そこは担っていただいてますし、実際に地域の

歯医者さんに行けなくても市民病院だったら行ける

とか、子供の頃から別の科でもかかっているから、

障がいのある人もそこに行けるというのはあるかな

というふうには思うんですけど。 

  その割には、目標で示された中には福祉保健施策

への協力・連携というふうな言葉だけになっていて、

協力、連携じゃなくて、市立病院がどんな役割を果

たすんかというのは、きちっとやっぱり目標に示す

べきではないかな、目標としては連携、協力という

のは低いんちゃうかなというふうに思うんですけど、

その辺りはいかがですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 具体的な例とし

て、障がい児の歯科の例をおっしゃっていただきま

した。こちらにつきましては引き続き実施していく

ものというふうに考えておりますし、地域の中でも

特に不足する、公立病院として担うべき医療の一つ

として考えております。 

  ただ、それ以外にも福祉保健施策といたしまして、

例えばこども発達支援センターのほうにですね、市

民病院の小児科医が往診に行ったりとか、そういっ

たところでの連携というものも図っておるところで

はございますので、協力、連携という表現にはなっ

ておりますが、障がい児歯科につきましては、しっ

かりと実施していく、また、それ以外にもできる範

囲で、しっかりと市民病院として協力、連携してい

くところは実施していくという趣旨で書かせていた

だいているものでございます。 

○玉井美樹子委員 歯科についてはね、そういうふう

にしていきたいということでしたけど、例えば重度

の障がいの方の受診だとか、健診とかね。あと必要

な場合は入院とかもあると思うんですけど、そうい

ったところでの役割を果たしましょうというのを、

きちんと私は目標に書いて市民病院に求めるべきじ

ゃないかなと思うんですけど、その辺りはいかがで
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しょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 今回、目標につ

きましては、一旦このような形で記載をさせていた

だいているところでございますが、頂いた御意見に

つきましては、市民病院のほうにもお伝えさせてい

ただきたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 病院に伝えるだけじゃなくて、や

っぱり市として、こういうふうにやっていきたいの

で目標を持ってほしいと、目標なんで計画立ててね

というふうに伝えてほしいなというふうに思います。 

  あと、地域包括ケアシステムの構築に貢献すると

いうところの部分ですけれども、第３期のところに

在宅療養後方支援病院の施設基準取得に向け検討す

るというふうにあったと思うんですけども、それは

今回記載をされてないんですが、施設基準というの

は取得をされたという理解でよろしいんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 おっしゃってい

ただきました在宅療養後方支援病院の施設基準は、

この第３期の期間に取得をいたしました。その病院

として引き続き在宅療養の後方支援、文字どおりに

はなるんですが、そういったところに努めていくも

のと考えております。 

○玉井美樹子委員 あと、介護の現場との連携という

のは、どのようになっているんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 市民病院の看護

師でありますとか、特に感染症の看護師等が、コロ

ナの時期につきましては、施設内での感染拡大を防

ぐ講習会のようなものを直接現場にお伺いして実施

したというふうなことも聞いておりますので、その

ような中で、市民病院として、一つの例ではござい

ますが、できる連携を図っておられるとお聞きして

おります。 

○玉井美樹子委員 今おっしゃったんでしたら、コロ

ナとか感染症のときだけでなくて、ほかのときでも、

そういった介護の現場との連携は、その都度応じて

やっておられるという理解でよろしいんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 先ほどコロナの

例を、少し事態が急を要するような例として申し上

げましたが、コロナが落ち着いた以降も、感染症と

いうものはコロナに限らず常に気をつけておくべき

重要な事項でございますので、そういった厳しい状

況ではなく平時でもそのような形で取り組んで、定

期的に継続して協力はされているというふうにはお

聞きしております。 

○玉井美樹子委員 あと政策医療というか、そういう

ところでいいますと、例えば言葉としては出てきて

ませんけど、無料低額診療を市民病院で取り組むと

か、そういったことが政策的医療の範囲として、目

標として持ってほしいなというふうに私は思ってい

るんですが、その辺りの検討はされたとか、言葉と

しては書いていないが考えているとか。 

今、吹田の中でも２か所ほどですよね。入院がで

きる大きな病院としたら１か所しかなくて、恐らく

支払いに困難が生じた場合は、そこで相談に応じる

みたいな取組まではされているのかなというふうに

思うんですけども、いろんな基準を満たさないとい

けないとかね、ハードルはきっとあるんかなという

ふうに思うんですけど、私は公的病院だからこそ、

そういった、どんな人でも医療にかかれるように、

無料低額診療制度とかの検討はされるべきだったん

じゃないかなというふうに思うんですけど、その辺

りはいかがでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 無料または低額

診療事業におきましては、おっしゃるように現状と

して市民病院としては基準を満たしていないという

ところになっておりますので、実施はしていないと

ころではございます。 

  ただ、その中でお支払いが困難な患者さんという、

そういったケースがあるというふうにはお聞きして

おりますので、例えば一括でお支払いが困難という

ことであれば御事情をお伺いする中で、例えば分割

して納付していただくとか、一度にお支払いいただ

く金額を下げることで少しでも払いやすいようにと

いうことは、それぞれ御事情に応じて対応されてい

るというふうにお聞きしております。 

○玉井美樹子委員 基準を満たしていないというんだ

ったら、満たす努力はしたらどうかなというふうに

思うんですけど、その辺りは市としては求められて

ないんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 求められる条件
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の中に、例えば生活保護を受けておられる方が患者

として主になるとか、そういった様々な条件がござ

いますが、現状として来られている方と、求められ

る条件というのが合致をしていないのが現実なのか

なというふうには考えているところでございますの

で、現状として無料低額診療を実施するという方向

ではございませんが、先ほどと重なりますが、それ

ぞれの御事情をお伺いする中で、お困りの際につき

ましては御相談に応じていくというふうなことを求

めてまいりたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 もちろん基準を満たさないと実施

できないのは事実かなというふうに思うんですけど、

例えば、無料低額診療どこかやってますかと役所の

窓口に来て聞かれたら、別の病院を紹介するわけで

しょう。でも市としたら、独立行政法人とはいえ、

市民病院があるわけですやんか。そこを紹介できな

いって、政策医療で目標掲げる意味があるのかなと

いうふうに思うんです。 

  だから、そこだけが基準なのか、全ての病院がど

こまでの基準なんかということも含めて、やっぱり

そこはもう少し検討して、今後、次の目標に向けて

なのか、例えば言葉の中で書いている政策医療の中

に含めるのかも含めてぜひ考えていただきたい項目

の一つやなというふうに思うんですけど、そこはい

かがですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 頂きました御意

見は、病院のほうにはお伝えさせていただきたいと

思いますが、まず、現状の体制として、市民病院と

してどういったところができるかということは、無

料低額診療以外の項目でも様々あろうかと思います

ので、しっかりと御意見はお伝えさせていただきた

いと考えております。 

○玉井美樹子委員 あともう一つ、公的な医療機関が

果たす役割の一つとして、性暴力救援センターとの

連携とかというのはどこにも出てきませんが、必要

かなというふうに思っているんですけれども、それ

はどこにも書かれていないように思うんですが、そ

れはなぜでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 性暴力の被害に

関しましては、これまでも委員からも御質問いただ

いたことがあろうかと思います。その中で現状、警

察等が関与するケースもこれまでにあったというふ

うにお聞きしておりまして、その中で市民病院とし

ても御対応のほうはされているということはお聞き

しております。 

  非常に具体的な例でございますので、今回、特に

目標としては掲げてはいないところではございます

が、書いてないからやらないということではなく、

現状として必要なケースが出てまいりましたら、市

民病院としても、できる限りの対応を実施するもの

と考えております。 

○玉井美樹子委員 もちろん以前にもお答えいただい

たんで、そういう依頼があれば対応しているという

ことではあると思うんですけど、性暴力救援センタ

ーとか、各自治体に協力拠点病院というのを設けて

いると思うんですよ。 

  そこに市民病院がなるとか、そういう目標ぐらい

持ってもいいんちゃうかなと思うんですけど、例え

ば、枚方だったら枚方市民病院がやっているでしょ

う。吹田の中に協力病院もありますよね、民間の病

院が担ってはりますけど。本来だったら、市民病院

がそういう役割を担う。警察から申出があったら協

力はするけれども、それって申し出なかったやらへ

んみたいに取れますやんか。 

  目標とか、これから立てられる計画って、今後、

病院をこんなふうにしていきたいですよというのが

示されるわけなんでね。そこは目標としてちゃんと

持ってますというのは、私は明確にされるべきじゃ

ないかなと思うんですけど、いかがですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 確かに様々、市

民病院に対して求められる役割というのはあろうか

と思います。その中で現実的に、例えば性暴力の関

係になりますと、女性医師の配置でありますとか、

そういったところが一つ課題になってくるのかなと

いうところがございます。 

  なかなか全てに対してお答えしていくというのは

難しい状況ではありますが、その中でもどういった

ことができるのかというのは、引き続き病院のほう

とも協議をしてまいりたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 ぜひ、協議は続けてほしいなとい
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うふうに思います。今、女性医師の配置というのも

ありましたけど、先ほど来も、働き方、働きやすさ

とか、そういったことが目標に示されてて、お答え

の中で残業がないということも大事なことかなとい

うふうに思うんですけど。 

これは改善されてたらいいなというふうに思って

て、知ってたらお聞かせいただきたいんですけど、

例えば、働いてて休憩する場所はきちんと保障され

ているんですかね。以前、病院ができてすぐの頃は、

きちんと休憩する場所というのがなくて、食堂とい

うか、カフェみたいなレストランの一角で休憩して

はったようなことは聞いたことがあるんですけど。

働きやすさとかで考えたら、残業がないことだけで

はなくて、実際働いてる人の、そういう環境は整え

られてきているんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 申し訳ございま

せん。具体的に、どのような場所でどのように休憩

されているというのは把握はしていないところでは

ございますが、おっしゃるように環境の整備という

ものも重要な要素であると考えておりますので、も

し不足をしているようでしたら、働き方改革の一環

として、しっかりと取り組んでいただくような市か

らの申出というか、働きかけも重要であると考えて

おります。 

○玉井美樹子委員 ぜひ求めていただきたいと思いま

す。 

  あと財務状況とか、経営基盤の確立の件ですけど、

全国的に病院の７割が赤字運営になっているという

のは、きっと目標を立てる上でも、市の皆さんも御

存じかなというふうに思うんですけど。今、市民病

院が抱えている財務状況とかを、市はどんなふうに

分析されているんでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 現在86％の公立病

院が赤字となっているといった中で、市民病院も例

外ではないというふうに認識しております。 

  主な原因としましては、やはり医業収益というの

は、なかなか患者がコロナ禍以降も思ったように帰

ってきてないということと、また物価高騰、人件費

による上昇によって経費がかさんでいるというとこ

ろで、危機感を持って対処したいと考えております。 

○玉井美樹子委員 そういう認識の上で、例えば法律

に基づいて、運営負担金の在り方ですよね、市とし

ての。私もよく調べてみたんですが分からなかった

んですけど、運営負担金というのは、例えば地域の

必要な医療を担っていただいているから、市民病院

へ運営負担金をというふうになっているのかなとい

うふうに思うんですけど、もう今が限界なのか、例

えばもう少し担ってもらう医療、政策的医療という

んですかね、そこが増えていけば運営負担金も増や

すことができるとか。もちろんね、コロナ禍以降戻

ってこないとか、経費が必要以上に増えているとか

というのを、いつも補塡するというわけにはいかへ

んと思うんですけど、この政策的医療をこんだけ担

うから運営負担金を増やすという在り方というふう

な考え方はしていけるのかなと思うんですけど、そ

の辺りは、どのように考えておられるでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 現在、市民病院へ

の運営負担金につきましては、およそ10年前に策定

した基準で、国から示される繰出基準だったり、地

方財政計画等に基づいてお支払いをしております。 

  今後このような状況も踏まえまして、基準の見直

しですとか、そういったことも検討の視野に入れる

ことは可能であると考えております。 

○玉井美樹子委員 10年前に策定した基準は、多分国

の法律に基づいて基準を策定されたと思うんですけ

ど、その基になっている法律というか、国の基準は

何も変わらないまま、市の基準も10年間そのまま来

ているという理解でよろしいですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 10年前に独法に

移行した際に、運営費負担金としては、例えば小児

医療であるとか、救急が代表的になるかと思います

が、まずは支払いの項目を決定したところでござい

ます。 

  ただ、それぞれの積算に当たって単価が国から毎

年示されますので、その単価というものは、例えば

物価高騰の情勢でありますとか、そういった背景を

反映したものになりますので、金額自体は毎年変動

しているものでございます。 

○玉井美樹子委員 金額の変動はあったとしても、例

えば政策、その医療の内容については、まだまだ検
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討の余地があるんでしたらね、その基準をしっかり

と増やす中で考えてほしいなというふうに思います。 

  あと旧市民病院の跡地についてですけど、目標の

中には、できるだけ早期というふうに書かれている

んですけど、どれくらいの期間の目標なんでしょう

か。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 どれくらいの期間

というところの具体的なところは、今持ち合わせて

おりませんが、今現状、市民病院の経営状況も含め

まして、こういった財産収入というのは大きいもの

と考えておりますので、なるべく早くというところ

の認識でございます。 

○玉井美樹子委員 健康医療部だけではないというふ

うに思うんですけどね。 

例えばですけど、東西道路の関係とかで結局スト

ップをさせているんでしょう。ほんで経営状況の中

では早く売却されたほうが病院の運営にとっては楽

なわけですよね。それはもうはっきりしているんで

しょう。だったら、例えば目標で掲げる中でね、地

域の全体のまちづくりとか、今後、例えば学校が建

て替えられていくとか公共施設の建て替えとかね、

いろんなことを見越して、一旦例えば市が買い戻す

とかね。その中で運営状況も改善されてというぐら

いの目標を持ってあげないと、できるだけ早期とか、

よう分からん期間で示されてね。病院の運営は、そ

れでしんどなっていくわけですやんか。その辺りは、

いろいろ見越して目標を立てている時期に考えるべ

きだったんじゃないのかなと思うんですけど、その

辺りはいかがでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 おっしゃるよう

に、旧市民病院の跡地の売却につきましては、一旦

市のほうからスケジュールの変更を求めたというふ

うな経過がございます。 

  その中で旧市民病院の売却の収入というのは、先

ほど主幹も申しましたように貴重なものというふう

に考えておりますので、できるだけ早期にという表

現にはとどまっておりますが、具体的な協議は、こ

れまでも関係部署として、健康医療部だけではなく、

都市計画部と市民病院と一緒に協議を進めていると

ころではございますので、どういった形が一番最適

なのかというのは引き続き関係部署と連携して考え

てまいりたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 さっき言い忘れたんですが手話通

訳の件で、病院単独としては配置するのは難しいと

いう意見はあると思うんですよ。だけどいろんな公

立病院で、９時から17時とかですけど配置されてい

るとこもあるわけで、市の派遣制度、市で登録して

もらって派遣するとかいう仕組みをつくったら、病

院としても一緒にやれるとか、もうちょっと具体的

に前に進める方法ってあると思うんですよ。 

  ただ、市が派遣制度をつくるとかとなれば健康医

療部だけの話ではなくなるので、私は、こういう状

況があるから、健康医療部としてやっぱり目標を病

院に持ってもらいたいので、福祉部と連携するとか

いうぐらいの目標があってもいいんじゃないかなと

思うんですけど、その辺りは何か考えておられます

か。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 おっしゃるよう

に手話通訳の派遣につきましては、福祉施策の一環

というふうな位置づけもあろうかと思います。この

間も、実際どのような制度があるのか、市民病院と

連携するようなことができないかというふうな確認

は、担当の福祉部にもこれまでさせていただいたよ

うなところがございますので、具体的にこれからこ

うするということは、まだ持ち合わせていない状況

ではございますけれども、必要に応じて、そういっ

た事例の研究でありますとか、情報の共有は図って

まいりたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 資料ありがとうございます。 

  先ほど来、ほかの委員さんも指摘などされてます

が、財務状況等ということで、損益計算書と各指標

の実績の資料を頂いてます。 

  平成30年度に新病院に移転をしたということです

けれども、それからちょうど８年たっているという

状況かなと思います。それを踏まえてですね、どの

ように分析をされているのか、お答えいただけます

か。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 市民病院の財務

状況でございますが、おっしゃるとおり、まずは市

民病院の移転ということが一つ大きかったかなと考
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えております。 

  当初の見込みから予定どおりのものと、そうでな

いものがあろうかと思います。まず、予定どおりの

ものといたしましては、病院の移転に伴いまして必

要であった医療機器の購入に要するような長期借入

金の費用等が、令和５年度までは続くというふうな

見通しを持っておりましたので、こちらは計画的に

償還を続けているところではございますが、一方で

予定どおりにいかなかったものといたしましては、

やはりコロナの影響というものが大きかったかなと

いうふうに考えております。 

  もともとの目標にしていた病床稼働率に至らない

というふうなところもありまして、また病床の制限

などがかかって稼働率が低迷したようなところであ

りますとか、また、昨今の物価高騰でありますとか、

光熱水費の増加に伴いまして、なかなか支出が厳し

いような状況であったと考えております。 

  そのような中でも手術件数でありますとか、外来

の化学療法の件数の増加など、診療の単価の向上と

いうのを努力はしてきたところではございますが、

収入が支出に追いつかず厳しい状況が続いているも

のと、現状としては分析しております。 

○五十川有香副委員長 コロナの影響で病床稼働率が

低いとはいえ、逆にいうとコロナのほうは国からの

補助があったということで、それによって黒字とい

うか、収益としては補助金等で賄えたというような

ところもあるのかなと。 

  ただ、物価高騰、光熱水費等については、病院に

限らず全てにおいてあるのかなと思います。 

  先ほどほかの委員さんからも、全国的にも赤字に

なっているというところが86％あるという報告もあ

る中で、経営強化のガイドラインというのを、それ

ぞれに示されているかと思うんですが、市民病院は、

どのような内容で示されているのかお答えください。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 経営改善の取組

といたしましては、先ほど来からの答弁等と少し重

なる部分はございますが、まずは患者数の確保とい

うことが重要であるというふうに考えております。 

  その中で、できるだけ外来、入院問わず診療単価

を向上させていくということで、収益の増加につな

げるものと考えておりますので、地域との連携の中

で紹介件数というものをしっかりと増やしていくと

いうことが、一つ重要な取組であると考えておりま

す。 

○五十川有香副委員長 でしたら、先ほどの委員さん

と、この４年間で患者の紹介件数が増えているよね

というやり取りあったかと思うんですけれども、私

のほうでも資料を頂いて、パーセンテージではなく

て件数で頂いてますけれども、逆に逆紹介というの

も増えているなという状況なんですが、計画に落と

していかれると思いますけれども、まず、今の目標

値よりも次の第４期は、少なくとも目標率でいうと、

それは上がるという認識でいいのかというのが１点

目と、逆紹介も増えている要因、それについて、２

点教えていただけますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 具体的な数値は

今後、市民病院としっかりと協議をしていく内容で

はございますが、先ほど申しましたように患者数の

確保ということは、引き続き第４期でも重要な項目

の一つでございますので、しっかりと件数は増やし

ていくような動きになろうかと思います。 

  また、逆紹介の増加につきましても、こちらも地

域の医療機関との連携の項目につながってくるかと

思いますが、しっかりと地域との役割分担、市民病

院でしかできないことは市民病院でして、それ以外

のクリニックでも対応な患者につきましては、適時

適切な状態で地域のクリニックに返していくという

循環が続いていくような取組を進めていくものと考

えております。 

○五十川有香副委員長 今後ということで、十分な検

討をお願いしたいと思います。 

  稼働率ですけれども、今、令和７年度の見込みで

は75.2％だということで、令和４年とかはコロナで

一定、仕方ないかなと思うんですけど、この病院が

移転してから、最大でいうと88.3％、令和元年度で

すね。それに比べると10％も落ちているんですが、

その理由って、どのように分析されてますか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 稼働率につきまし

ては現在、コロナ禍以降なかなか戻ってきていない

というところの影響が大きいのかなというふうには
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考えております。また、入院の診療単価、国の方針

で入院の在院日数というのを削減するようにという

指標がありました。そういったところの影響もある

かというふうに認識しております。 

○五十川有香副委員長 患者が戻っていない要因はど

のように分析されてますか。どういうことが原因や

と思われますか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 はっきりしたエビ

デンスはないのですが、コロナ禍以降、簡単な病気

でもなかなか病院に行かないといったところは、病

院としても感じているとはお聞きしてますんで、そ

ういったところも影響しているのかなというふうに

認識しております。 

○五十川有香副委員長 正直、あまり分からないとい

うか、国のほうで在院日数を短縮するようになって

いるというのは、市民病院に限らず全ての病院に該

当するんかなと思うんですけれども、そんな中、紹

介件数を上げていくことが患者の確保につながると

いうことですけれども、受入体制に何か要因という

のは、先ほど来、ほかの委員さんからも指摘ありま

すが、それは医師不足とか、さっき職員不足は特に

ないとおっしゃってましたけれども、確認ですが、

病院側で何か要因というのはないという今の認識な

んでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 現状、特に特定

の診療科で、例えばドクターが足りないとか、そう

いったことはお伺いはしていないんですけれども、

幸いにいたしまして大阪大学のほうから定期的に医

師を派遣していただいてますので、そういったとこ

ろは充足できているものと考えておりますが、ただ

一方で、先ほども申し上げましたような、麻酔科医

が不足しているようなところで、手術件数に響いて

いるというふうな実情はあろうかと思いますので、

完全に万全の体制というところではないかと思いま

すが、そこは今現在の体制でしっかりとできること

に取り組んでいただいているものと考えております。 

○五十川有香副委員長 件数が落ちているということ

ですけども、一応私が見ている、この令和６年度の

業務実績に関する評価の結果のところで、がんの手

術については、実績としては増えていると。1,106

件ということで件数出ているんですが、今の御説明

だと、がんに関しては、あまりそういった影響はな

いという認識でいいんでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 手術件数の増加

につきましては、診療単価の向上といいますか、収

益に直接つながってまいります取組でございますの

で、市民病院としても特に力を入れていただいたと

ころでございます。 

  現状としては、件数が令和５年度から６年度にか

けては大幅に伸びたところではございますが、ここ

をさらに充実となりますと、先ほど申しましたよう

な麻酔科医でありますとか、手術に必要な看護師と

いうものは、体制を強化していく必要がありますの

で、その辺りは現実的に、どんどんと増やしていく

ということはなかなか難しいかと思いますので、で

きる範囲でしっかりと効率的に運営をしていただい

ているものと考えております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。でしたら目標

には記載はないですけれども、そういった手術等に

関する体制の強化も今後は考えておられるという理

解でよろしいですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 体制の強化につ

きましては、例えば医師をどんどん増やすとか、そ

ういったところが可能であればもちろん理想的では

あるんですが、現状としてなかなかそこまで、どん

どんと増やせる状況というのは、なかなか難しいか

と思いますので、まずはしっかりと体制を維持して、

現状の手術件数を、その中でもさらに効率的な運用

を図る中で、実績というものを伸ばしていきたいと、

そのように考えております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  その体制の話で働き方とかにもつながるのかなと

思うんですけど、それでいいますと、私が昨年、議

会でお伺いした状況で、市民病院の方々のハラスメ

ントであったりとか、病気休暇の状況の件数等、お

伺いをしました。実際結構な人数の方がされている

という状況もありまして、それについては今回、ど

のように分析をされて、この目標の内容にされてい

るのか、教えていただけますか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 病気休暇の取得人
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数ですとか、ハラスメントに関する相談件数といっ

たところでいいますと、現中期目標期間で申し上げ

ますと、令和５年度、令和６年度横ばいといったよ

うな状況でございます。 

  そういった中で働き方改革といった、職員の方が

安心して診療できるようなところというのを目指し

ておるところでございます。 

○五十川有香副委員長 具体的にどうするかというの

は、次の計画に表れてくるというような理解でよろ

しいでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 具体的に計画のほ

うで、どのように記載していくかというのは今、検

討中ではございますが、より推進をしていくという

方向性というのは、示していけるように努めてまい

りたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 よろしくお願いします。 

  併せて、ちょっと細かいですけど、ボランティア

さんがですね、減少しているというようなことが、

こちらの評価の報告書の中に入っているんですが、

その状況はどのように見られて分析されているでし

ょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 院内で様々なボ

ランティアの団体さん、活動していただいていると

ころですが、コロナの中で、どうしても活動に制限

がかかったものと考えております。 

  その中で、なかなか元に戻っていないというふう

な状況ではあろうかと思いますが、院内の中でも、

特に感染対策の関係でですね、積極的にボランティ

アを受けるということは難しいような側面もあると

いうふうにはお聞きしておりますので、現状、活動

していただいているボランティアさん、どのような

お話をされていくかというのは、しっかりと病院の

ほうで取り組んでいただくものと考えております。 

○五十川有香副委員長 ぜひですね、やはりボランテ

ィアに入っていただくことで、入院中、様々な方の

生活が支えられているというような状況も過去にも

あったかと思いますので、十分に感染対策をした上

で、人と人とのつながりですから、非常に大事な部

分ではないかなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  次ですが、令和５年度の監査結果報告書なども見

ていましたら、契約に関する事項において不適切な

事務処理が見受けられましたとか、これについては

具体的な内容もちょっと載ってはいたんですけれど

も、ほかにも質問もさせていただきましたが、個人

情報漏えい事案等も報告を、この間でいいますとさ

れています。 

  今回の、この中期目標をつくるに当たって、それ

ら様々な報告というのは評価委員の方々に共有をさ

れた上で、この目標の内容になっているのか。どの

ようにされているのか、お答えください。 

  目標にどのように載っているのかも含めてお答え

ください。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 令和５年度に実

施されました財政援助団体に関する監査で、おっし

ゃるように様々、御指摘をいただいているところで

ございます。具体的に、こういった指摘があったと

いうようなことは評価委員会の中では、特にお示し

しているものではございませんが、契約に少し不適

切な部分があったというふうな内容がございました。 

  こちらにつきましては病院の事務局側の事務ミス

というところにはなろうかと思いますが、広い意味

では今回の目標に記載させていただいております信

頼される医療、そういったところにつながってまい

るかと思いますので、様々な職種が市民病院には在

籍しておりますが、それぞれの役割によって、市民

病院の信頼にしっかりとつながっていくということ

を認識していただきたいというふうな趣旨で考えて

おります。 

○五十川有香副委員長 恐らく、今おっしゃった３の

コンプライアンスとかですかね。３の（２）のイと

か、個人情報の保護とか、書かれてはいるんですけ

れども、次、具体的な計画に入るかと思いますので、

市民病院が計画をつくられる際には、ぜひとも、そ

ういった具体的な内容が、やはり過去にあったとい

うことを分析しながら、それをお示ししながらです

ね、十分に提示した上でのやり取りをしていただく

ようにお願いしたいと思いますが、その点お伝えい

ただけますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 市民病院ともし
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っかりと、そういった事例を踏まえながら策定を進

めてまいりたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 お願いします。 

  次ですね、先ほど、私、実は澤田委員がおっしゃ

ってた声の箱とか要望のほう、資料要求させていた

だいているんですけれども、先ほどの委員さんから

も声をどのようにというところで、先ほどの委員さ

んにはホームページに公開されているということを

言われてたんですけれども、私もホームページ見さ

せてもらいましたが、私が要求しているような具体

的な意見とかそういったことは載っていないんです

ね。ホームページに公開というか、市民満足度調査

というところの場所はもちろんあるんですけれども、

私が要求したような具体的な内容というよりかは、

こういう傾向というか、そういうような載せ方をさ

れているんですけれども、情報共有の仕方、市民へ

の情報提供をより丁寧にということであれば、皆さ

ん御存じのとおり吹田市は、市民の声のように質問

があって、それに対してどういうふうに対応したみ

たいな、両方載っていると思うんですが、せっかく

目標にも情報提供と書かれていますので、私が要求

させていただいた資料の内容等でもいいので、せめ

てそれぐらいの丁寧な公表が今後ですね、そのよう

にされるほうがいいのではないかと思います。 

今、このように公開している理由があれば。それ

と今後についてお答えいただけたらと思います。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 今回、資料とし

てお示しさせていただいたような声の箱の内容につ

きましては、院内に頂いた御質問、御要望に対して、

それらに対する回答をセットで掲示をしているよう

な、現状としてはそのような対応しているところで

ございます。 

  特に、これらをホームページに今現状では載せて

はいないんですが、それについての理由というもの

は特段ないかとは思うんですが、どのような形で今

後、適切な公開ができるかというものにつきまして

は、頂きました御意見も踏まえて、市民病院のほう

にお伝えさせていただきたいと考えております。 

  満足度調査の公開につきまして、今現状としてホ

ームページには載せているところではございますが、

資料のような形で書かせていただいているところで

すが、どのような情報を具体的に、どのような項目

を、どのような形で掲載していくかということは、

そちらも含めて、公開の在り方ということでは、市

民病院のほうに投げかけてみたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 ぜひともお願いいたします。 

  パブコメも先ほど来から質問等されていました。 

  ちょっとこれまでの経緯ですけれども、この中期

目標案については、最終、委員会を経ていると思う

んですが、改めて何回されたのかと、その間にパブ

コメがあったのか、どのような開催状況やったのか、

お答えいただけますか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 まず、本年度の６

月３日に評価委員会の第１回を開催いたしまして、

市が掲げる中期目標案についてお示しいたしました。 

  その後、６月27日から７月28日にかけて32日間、

パブリックコメントを行い、９月18日の評価委員会

２回目におきましては、そうした１回目の評価委員

会等に関するパブリックコメントを踏まえた中期目

標案をお示しした上で、今定例会の提案に至ってお

ります。 

○五十川有香副委員長 議事録も読ませていただいた

んですが、９月18日があまり議事録がなかったんで

おかしいなと思って見たらですね、書面開催になっ

ていたんですね。 

  評価委員会の第１回目の議事録を読みましたら、

そのときにいろんなお声が出ていて、この内容もち

ょっと変えたほうがいいんじゃないかとか、いろい

ろあったかと思います。 

  その後、市民意見募集を行い、そちらを踏まえた

上で第３回目の評価委員会で改めて御意見を頂きた

いと存じますという発言が、事務局がされていると

いう内容なんですね。 

  パブコメの後ですね、最終決定がなぜ書面開催に

なったのかというのが非常に不思議なんですけれど

も、それは何か委員長と相談されたのか。御意見を

頂きたいと存じますというふうに、第１回目におっ

しゃっているんだけれども、その意見がないと判断

されたのか、その経過といいますか、経緯を御説明

いただけますか。 
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○宮部竹司健康まちづくり室主幹 ２回目の評価委員

会は書面開催となりましたのは、委員に２回目の案

というのは、もちろん事前にレクというところで御

説明いたしましたところでございます。そうした中

で、特段の意見というのは、この後ないというとこ

ろの判断を踏まえまして、委員長とも相談の上、こ

のような形となっております。 

○五十川有香副委員長 そしたら、委員さん何名かい

らっしゃると思うんですけど、そういう事前のレク

というのは、個々に、お一人お一人に直接対面でさ

れている。それをお見せしたときに、何ら意見がな

かった。意見があったら開催しますねとか、そうい

う前提だったんでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 当初は、そういっ

た前提というのはございませんでしたが、おっしゃ

るとおり委員の皆様と一人一人当たる中で、特段意

見というのはなかったというような状況を踏まえて、

委員長と委員に相談した結果となっております。 

○五十川有香副委員長 パブコメを読ましていただい

たら、評価委員会１回目でですね、協議されていな

い内容もありましたし、改めて市民からこういった

意見があるというのは非常に重要だと思われます。 

  ほかの委員会で、例えば委員会の結論出てからパ

ブコメされて、最終的に市が決定というところもあ

るんですけれども、今回はわざわざその開催中にし

っかりとしていただいたのに、その後、パブコメを

実施後、当該目標について原案のままとするかどう

かというのを、その判断をされるというのはこの委

員会ではなくて市ということでよろしいんでしょう

か。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 案に関しましては、

市のほうで示しておりますが、当然、事前レクとい

いますか、そういった場でもお聞きした上での判断

となっております。 

○五十川有香副委員長 でしたら、今回、最終的に開

かれてなくて、書面開催にされたというのは、委員

会の判断ということ、委員長の判断ということでし

ょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 市と委員長との相

談の上で決定したところでございます。 

○五十川有香副委員長 特に市民の声が出てから、や

っぱりどういう意見があったかというのはしっかり、

私としても見たかったので、非常に残念だなと。そ

ういった事前のレクのときに、はい分かりましたと

いうことはないと思うので、何らかの御意見とか頂

いてたんであれば、その辺りはしっかりと公開され

るべきじゃないかなというのを改めて思いました。 

  先ほど来、ほかの委員さんからも御指摘のあるよ

うな合理的配慮の記載ですけれども、今、記載され

ているのは第２の３の（２）、患者満足度の向上の

ところなんですね。 

  合理的配慮という記載は、障害者差別解消法に基

づいて記載をされているという認識なんですけれど

も、それは一緒でしょうか。共通認識でしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 おっしゃるよう

に市としての動きを踏まえたものの記載でございま

す。 

○五十川有香副委員長 その法律に基づいた動きとい

うことですよね。 

  であればね、障害者差別解消法は、障がいのある

人に対して正当な理由なく、障がいを理由としてサ

ービス、各種機会の提供を拒否したり、サービスな

どの提供に当たって、場所や時間帯を制限したりす

るなど、障がいのない人と異なる取扱いをして、障

がいのある人を不利に扱うこと、不当な差別的取扱

いを禁止しているということを、この政府の説明に

書いております。政府の広報に書いております。 

  その認識であれば、いわゆる合理的配慮を行うと

いうのは、徹底的にその法に従って市民病院さんが

患者に対して対応するということがあるべき姿かと

思いますが、その認識は一緒でしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 合理的配慮につ

きましては、様々なシチュエーションがあろうかと

思います。聴覚障がい、視覚障がい、身体的な障が

い、様々かとは思います。その中で、どこまで市民

病院としてできるかという現実的な課題はございま

すが、しっかりと合理的配慮に取り組むというふう

な姿勢、認識は、市と病院とで併せて持っていると

ころでございます。 

  その中で、どのような取組ができるかというとこ
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ろまでが、具体的に現実的な課題が伴うものと考え

ております。 

○五十川有香副委員長 要は合理的配慮の提供という

のは法律で義務化されているんですね。 

  それが今回ちょっと残念だったのが、患者満足度

の向上に入っているんではなく、本来であれば、信

頼される医療の提供の（２）、法令コンプライアン

スの徹底のところに入るべきだったんじゃないかな

と思うんですね。 

  もちろん行政等は義務で変わりないんですけれど

も、そこの認識が、本来であれば（２）のア、イに

併せて上に入れるべきなんですけれども、ここに入

れられたというところによって、姿勢が、要は後退

というかね、努力義務みたいな認識なんじゃないか

なというのは非常に懸念するんですが、その認識で

はないかという懸念に対してどのようにお考えです

か。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 この合理的配慮を

こちらの項目に記載しましたのは、一つとして、広

い意味で職員の質の向上や患者様が安心して受診い

ただける環境をつくってといったところでございま

す。 

  副委員長が懸念されているような後退したという

ような認識はございませんので、市民病院と改めて

合理的配慮の推進に向けた取組について努めてまい

りたいと思います。 

○五十川有香副委員長 であれば、もちろんという、

当たり前ですというお答えのほうがうれしいんです

けれども、この（２）の法令、行動規範の徹底とい

うところに、もちろんですけれども、その障害者差

別解消法の法律に基づいて対応するという認識で間

違いなく思っていてよろしいでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 当然、独立行政法

人として法令に沿った病院運営というのは求めてい

きたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 であれば、計画にもより具体

的に記載されることを改めて求めておきますので、

十分に協議していただいて、よろしくお願いいたし

ます。 

  ちょっと１点、市との連携のほうも資料頂いてま

すので、そこでも、いろいろしていただいているん

ですけど、今までのいろんな御答弁とかやり取り聞

いてますと、恐らくここに書いている以外にも、細

かいことを含めたら、やっておられるのかなという

のは認識としてあります。 

  ただ１点、ちょっと気になったのが、５番の卒煙

支援ブースの啓発動画、制作協力というのはもちろ

んされていますが、今回目標に書かれていなかった

ので、どのように議論されたかというのがあれば、

教えてほしいんですけど、もしかしたら計画に載っ

てくるかなっていうのも含めてですね。 

  要は禁煙外来までつなげるというところも十分に

協力というか、連携すべき内容じゃないかなと思い

ますが、その辺りの市民病院等の認識というのはど

のようになっていますか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 こちらの資料に

記載をさせていただいております卒煙支援ブースの

啓発動画につきましては、ＪＲ吹田と岸辺に卒煙支

援ブースを設置した際に、その中で流す動画につい

て市民病院のドクターに御出演いただいて、注意す

べき内容であるとか、そういったところをインタビ

ューさせていただいたところでございます。 

  その中で禁煙外来の拡大といいますか、啓発とい

うものは、もちろん我々もスモークフリーの施策を

推進しているところではございますので、具体的に

今回の目標には特段、禁煙外来について特出しして

記載しているものではございませんが、そういった

受動喫煙の防止であるとか、そういった観点からも

市としての連携を進めていくものと考えております。 

○五十川有香副委員長 今後、その中期計画等にも載

ってくる具体性があってというのは、また、協議さ

れるということでよろしいですかね。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 こちらの卒煙支

援ブースに関する具体的な取組というところまでは

具体化されないかと思いますが、広い意味で健康を

促進するといった、そういったカテゴリーの中で、

どのような形で記載していくかということを今後、

協議してまいりたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 であれば、市民病院の今まで

お話しさせてもらって、ほかのこういった院内学級
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とか、いわゆる市の教育であったりとか、そういっ

た政策のほうに今後も、視察はちょっと政策じゃな

いかもしれませんけれども、目標に具体的に市との

連携というのは記載がないんですけれども、特に該

当なしと書かれているものは、目標の立てつけとし

ては、どの部分が近いというか、どういう認識なの

かというのをお答えいただけますか。 

計画行政として、目標に書いてなくてやっている

というところが、どのように含ませて解釈をすれば

いいのかというのがあるので、前文であったりとか、

その辺りで、近しいといいますか、市との連携とい

うのが記載がない中で、実際としてこのようなこと

を書かれているということに対しては、どのような

目標上の認識であるべきなのか、お答えいただけま

すか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 今回の中期目標

につきましては、あくまで病院として、医療を中心

とした取組の方向性を示したものでございます。市

と病院との連携というのは、基本的にはもう大前提

になるものかと考えておりますので、市が設置した

主体と、あとそれを受けて設立された独立行政法人

の市民病院という関係につきましては、これまでも

そうでしたし、これからも変わるものではないかと

考えておりますので、連携をしていくということに

つきましては大前提として、では具体的にどのよう

な場面で、どのような連携を図っていくかというの

は、個別に協議なりをしながら進めていくものと考

えております。 

○益田洋平委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第116号に対する質疑は終

了いたします。 

  続いて討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第116号を採決します。 

  議案第116号を原案のとおり承認することに御異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  異議なしと認めます。 

よって、議案第116号は原案のとおり承認されま

した。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 暫時休憩します。 

（午後０時 休憩） 

（午後１時 再開） 

○益田洋平委員長 委員会を再開します。 

  次に、議案第98号 調停条項案の受諾についてを

議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○澤田直己委員 調停条項案の受諾ということで、議

案か議案参考資料かにも書いてあったかと思うんで

すけども、令和５年３月31日に使用の貸借契約が切

れるということで、契約期間が到来しても応じなか

ったということで、間違いないですね。 

○平井圭介障がい福祉室参事 委員おっしゃるとおり

でございます。 

○澤田直己委員 その時点で何か法的な対応をすると

いうことは考えなかったんでしょうか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 当時につきましては、

まだ、その法的な手続を取るというところに考えは

及んでいなかったというところでございます。 

○澤田直己委員 何か、その後、話合いをして契約期

間を２年延長したということですけども、その２年

という根拠、どのような協議をして２年というのが

出てきたんですかね。 

○平井圭介障がい福祉室参事 ２年間ということなん

ですが、１年間というのは、さすがにちょっと厳し

いだろうというところもございまして、当時ですね、

令和４年だったと思うんですけども、法人のほうか

ら移転計画等を提出いただきまして、その中で一定

令和７年４月に移転が見込まれると、当時の計画で

は、そのように書かれていたところで、２年間とい

うふうにしたものというところでございます。 

○澤田直己委員 当然、相手もその契約にサインして

いるわけですよね。要するに、２年延ばしたことに

よって、２年以内には出ていただけるという条件を

お互い話し合った中で、契約書を作ってお互いサイ

ンしたということですね、これ。 



校正前原稿のため、正式な委員会記録ではありません。 

－ 23 － 

○平井圭介障がい福祉室参事 委員おっしゃるとおり

で、合意の上で契約をしたというところでございま

す。 

○澤田直己委員 当たり前なんですけど、令和７年３

月31日をもって、新しい契約ですかね、貸借契約が

終了すると。申立人は、その日までに建物を明け渡

す義務が当然あったわけですよね、今の答弁ではね。 

  その義務を相手方は履行されておらないというこ

となので、これ、いわゆる債務不履行ということで

すね。 

○平井圭介障がい福祉室参事 そうですね、契約上は

明渡しを令和７年３月までにすることというふうに

明記しておりますので、履行されなかったというと

ころで、認識しております。 

○澤田直己委員 令和５年３月31日という契約、令和

７年３月31日という二つの契約があって、その二つ

に対して義務を履行してないというわけですから、

二つの債務不履行が発生しているという、そういう

認識でいいですか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 令和５年の３月までと

いう契約につきましては、特に契約を更新しないで

すとか、明渡しをいついつまでにするというような

文言を契約の中には入れておりませんでしたが、そ

れ以降の、令和５年４月以降の２年間猶予したもの

の契約の中には、明確に明渡しをいつまでにしてく

ださいというか、その契約は以後、延長しないとい

うようなことを明記していたので、その点につきま

しては債務が履行されなかったというふうに認識し

ております。 

○澤田直己委員 調停案を受け入れたわけではないん

で、今は契約が終了しているという状況やと思うん

ですけれども、要は令和７年４月以降、今、占有さ

れているということは、要は占有する権限がないの

に占有しているというところだと思うんですけど、

要はこれも、民法上でいえば不法行為に当たると思

うんですけど、それはそういう認識なんですか、市

も。 

○平井圭介障がい福祉室参事 そうです。確かに、そ

の契約自体は終了している状態ですので、不法に占

有しているというような認識でございます。 

○澤田直己委員 不法に占有しているというところで、

この調停案では、さらに１年９か月の追加猶予を与

えるというような調停案になっていると思うんです

けども、１年９か月の猶予という何か根拠を書いて

ましたか、どこかに。 

○平井圭介障がい福祉室参事 この期限につきまして

は、一応法人のほうが、もう既に土地のほうと移転

準備を進めておりまして、移転が完了できる時期と

いうのが、この期限までには対応できるというとこ

ろで、調停の中で、この期限になったというところ

でございます。 

○澤田直己委員 その期限であれば対応できるという

ことなんですけども、そもそもね、この建物、安全

が確保されていない。老朽化がかなり進んで、安全

が確保されていないからのいてくれという話ですよ

ね。それを２年延長して、１年９か月延長したら大

丈夫なんですか、建物。危ないんじゃないですか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 建物については危険な

状態というところで、これまでも再三にわたりまし

て法人のほうには伝えてまいりまして、明け渡すよ

うにお話をしてきたところですが、その明渡し自体

が難しいというところで、市としても、やむなく猶

予というか、調停の中で、そういった猶予期間を設

けようというところで、調停案を受諾しようとする

ものでございます。 

○澤田直己委員 これ、だから債務不履行があるわけ

で、しかも民法上の不法行為に当たる状態なんです

けど、これは市として裁判しようとかいう話はなら

ないんですか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 訴訟につきましては、

既に法人のほうが建物を購入されていて、明渡しの

ほうを進められているということ等もありますし、

裁判になりますと恐らく確定判決が出るまで、相当

の時間がかかるというところがございまして、そう

いったところの事情を考慮すると、本調停案を受諾

することによって、確実な明渡しを求めるというと

ころが、市としても一定メリットがあるものという

ふうに認識して、調停案を受諾するというところで

ございます。 

○澤田直己委員 だから今が不法状態であって、契約
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に違反されてて、裁判は避けるというのは、どうな

んですか。裁判で戦って100％勝つわけではないで

しょうけど、時間がかかるとかね、そういうことも

含めて、調停案のほうが市としては有利というか、

条件としていいという判断なんですかね。 

○平井圭介障がい福祉室参事 委員がおっしゃったよ

うな内容で、市のほうも認識しております。 

○澤田直己委員 これね、さつき障害者作業所と書い

てますけども、この法人さんとは、いろんな関係も

あるでしょうし、市のいろんな福祉施策に御協力も

いただいている結構有名な法人さんやと思うんです

けども、こういう一つ一つの債務不履行とか、不法

行為とか、どんどん引き延ばされている感じとかね。

これ法人さんとしてもあんまりイメージよくないで

すし、僕らとしても心証も悪いですし、市民さんか

らしても、市と契約結んだら守らなあかんよねと、

普通思うと思うんですよね。 

  契約を守らなかったし、現状、不法行為で、その

状態がさらに１年９か月延びるという。こういった、

市の管理のやり方としてもね、市民の皆さんが見た

ときの、例えば公平性とかね、行政の厳格性とか、

市有財産の管理の観点とかね。このやり方が、これ

妥当なやり方と言えるんですかね。これは市民の皆

さんに、これは妥当ですと、自信を持って言えるや

り方なんですか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 確かに法人には、これ

までも移転のほうを伝えてまいりまして、契約でも

令和７年の３月末までに明け渡すようにというとこ

ろで契約したにもかかわらず、移転できなかったと

いうところは非常に残念なところではあるかなとい

うふうには思いますが、一定法人のほうでも土地を

探して、新しい建物を建てるといった動きを見せて

いることですとか、契約が履行できない見込みが立

った１月にですね、調停という形で、そういった場

で解決を求めて調停というところに申し立てたとい

うところにおきましても、契約を軽視しているよう

なところでもございませんし、市としては、法人に

対しては今後も円満な解決を図って関係性を築いて

いきたいというふうには思っております。 

○澤田直己委員 いや、だから令和７年３月31日まで

のこの契約を守らなかった時点で円満じゃないじゃ

ないですか。これお互いの信頼関係を基にね、これ

までの長い付き合いもあって、ここ以外の、いろん

なことも御協力いただいている中でね、そういう信

頼関係もあって、この契約書を結んでいるわけで、

そこが守られてないのに信頼関係とか円満とか言わ

れても、全然ぴんとこないですし、これはあしき前

例にならないですかね。吹田市は譲歩してくれるみ

たいなね、こちらの都合で。だって新しい建物が１

年半後でしたか、ちょっと正確な日にち分からない

ですけど、もうすぐ建つというんですが、それは法

人の都合じゃないですか。それともともとの令和７

年３月31日までの契約と関係ないじゃないですか。

吹田市は押せば引くみたいなね。 

今後、同じような事例出てこないと言えますか、

これ。そういうあしき前例にならないですかね。ど

う思いますか。 

○吉村 恵障がい福祉室長 確かに委員おっしゃるこ

とも一理あるかとは思いますけれども、やはり今回

の事例に関しては、こういった調停という形で和解

を成立させていきたいと、市としては思っておりま

す。今後また、こういった契約を進めていくに当た

りましては、当然そのケース・バイ・ケースになっ

てくるかと思いますけども、当然、法令遵守という

のは、市として一定守りながら、個々のケースに対

応してまいりたいというふうに考えております。 

○澤田直己委員 いや僕の言っていることも理解して

もらえるというんやったら、あしき前例になると思

っているということですよね。 

  でもこれ、あしき前例になるけども、この調停案

がいいと思っていると。この期に及んでは、これが

ベターな選択肢というようなことですかね。 

  本来では、もっと早い段階で解決するべきですよ

ね。ただ、今に至っては、もうこの調停案がベター

という、そういうことですかね。 

○吉村 恵障がい福祉室長 今回につきましては、こ

の調停で解決することが、私たちにとっても最善で

あるということで、このような形で受諾したいとい

うふうに考えております。 

○澤田直己委員 分かりました。一旦置いておきます。 
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○小北一美委員 今もおっしゃったように調停に向け

ての案件なので、答えにくいこととか、あまりここ

でしゃべらんほうがいいなと思うことあればね、そ

れはもう別に答えなくても結構ですので、よろしく

お願いします。 

  何点か確認だけさせてもらいますね。 

平成30年度以降に建物は、使用貸借契約かな、敷

地は有償借地契約に変更されておるということで、

この契約形態の変更理由と、その際に法人から説明

した内容は、どういう内容か、教えてください。 

○平井圭介障がい福祉室参事 市におきましては公共

施設の最適化の観点から普通財産の減免、減額につ

いての見直しの議論が行われまして、その中で社会

福祉法人に対して行っている土地の貸付けについて

は有償化するという方針が市として決定して、その

旨、法人にも伝えたというところでございます。 

○小北一美委員 令和７年１月にですね、申立人が明

渡し義務不存在確認を求めて調停を申し立てておる

んですけども、吹田市としては契約更新を行わない

方針を示していたにもかかわらず、申立人が調停に

至った背景を市として、どのように分析しているの

か、お答えください。 

○平井圭介障がい福祉室参事 法人のほうといたしま

しても、一定土地を探すですとか、そういった動き

をされていて、土地が見つかって建築のほうを進め

るというところで、動かれていたわけですが、契約

期間の満了までは、やはり建築の見込みが立たない

というところで、こういった調停を申し立てたとい

うところであるというふうに分析しております。 

○小北一美委員 調停条項案では期限までに建物を明

け渡す義務が申立人に課されると。違約金条項によ

って履行の実効性が担保されています。この違約金

の具体的な金額や算定根拠はどうなっているのかと

いうことと、また吹田市として、この条項により確

実に明渡しが実現できるというふうに判断した根拠

は何か教えてください。 

○平井圭介障がい福祉室参事 違約金の根拠につきま

しては、市のほうの普通財産の貸付けの取扱要領の

中で定められているのですが、法人に任せている建

物の１か月当たりの賃料が約29万円ございまして、

その底地部分につきまして約50万円という形になっ

ております。 

  土地につきましては、減免された後の50％分は既

にお支払いいただいておりまして、残りの50％の25

万円と、建物の29万円の計54万円の端数処理をして、

50万円が１か月分当たりの違約金という形になって

おりまして、建物の明渡し期限が終了した令和７年

４月以降、令和８年12月末までの21か月分ですね、

50万円掛ける21か月というところで1,050万円で、

令和９年の１月以降は、毎月その50万円を支払って

いただくというような内容になっております。 

  明渡しが確実視される根拠といたしましては、や

はり調停が成立した後の調停書というのは、確定判

決と同一の効力を持つとされておりますので、確実

な明渡しがされるであろうというふうに見込んでお

ります。 

○玉井美樹子委員 この調停の内容というよりも、土

地の契約そのものは期限がまだ残っているわけです

よね。調停にならずとも残ってたと思うんですけど、

その土地の期限も含めて、その期限の間になるとい

うふうになっているのかなと思っているんですけど

も、そういうことの理解でよろしいでしょうか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 委員のおっしゃるとお

りでございます。 

○玉井美樹子委員 この場所で長年ね、事業もされて

きているというふうに思うんですが、もちろんそも

そも、もともと使ってた事業もありましたよね。あ

の建屋でやってた事業もあったと思うんですけど、

老朽化で契約の期限を切っていこうということにな

ったんかなというふうには思っているんですが、こ

の間、老朽化で、例えばこの間、地震があったりと

か、いろんなことがあって、そういう話にもなって

きたのかなというふうに思いますし、市としてもや

っぱり安全に事業をしてほしいというのがあって、

いろんな話合いが行われてきたんかなというふうに

思っているんですよ。調停に至るまでの間でね。 

  そういった経過の中で、その移転に向けてとか、

いろんな話合いがどんなふうに具体的に行われてき

たのか、お答えいただけますでしょうか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 法人に対して具体的に
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明渡しの話を文書で伝えたのが令和２年頃になって

おりまして、それ以降、複数回にわたりまして法人

と協議を重ねてまいりました。 

  その中身につきましては、移転先を探すのがやは

り難しいというお話を聞いて、市がなるべく協力し

てほしいということで、売り出している土地の情報

提供ですとか、あるいは分散移転をしてはどうかと

か、そういったような提案を市からはさせていただ

いていたところでございます。 

○玉井美樹子委員 今のお話は、市の働きかけだけを

御説明いただいたんですけど、情報提供というのは

今言われましたけど、きっと双方話合いが難しい、

いろんな経過が、もうちょっとあったんちゃうかな

と思うんですけど、話せる範囲でいいので、お答え

いただけますか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 法人のほうからも入札

に参加したというような報告を受けたりですとか、

こういった土地を検討しているというようなことを

都度、報告を受けておりまして、一定法人の動きの

ほうは、こちらも把握していたというところでござ

います。 

○玉井美樹子委員 お互いのいろんなやり取りがある

中で、先のめどがついたということで、こういうこ

とになったのかなというふうに思いますし、お互い

のいろんな状況をきちんと把握しながらね、話がさ

れてきてたんだなというのが分かったので、置いて

おきたいと思います。 

○益田洋平委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第98号に対する質疑は終了

いたします。 

  続いて、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第98号を採決いたします。 

  議案第98号を承認することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  異議なしと認めます。 

よって、議案第98号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 以上で、健康福祉常任委員会を閉

会いたします。 

（午後１時26分 閉会） 

 

 

 


